
 

 

 

 

 

 

ケアハウステンダーヒル御所  

重要事項説明書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 施設経営法人  

（ １ ）法人名       社会福祉法人  明徳会  

（ ２ ）法人所在地    奈良県御所市船路４１５番地  

（ ３ ）電話番号      ０７４５－６６－２５００  

（ ４ ）代表者名      理事長  山本  忠行  

（ ５ ）設立年月      平成６年３月１８日  

２ .  ご利用施設  

（ １ ）施設の種類     軽費老人ホーム  

              平成６年１２月２１日指定  県２９７０８００２３７号  

（ ２ ）施設の目的     老人福祉法法令の趣旨に従い、契約者がその有する能力に応  

じ可能な限り自立した日常生活を営むことが出来るように支援  

することを目的とする  

（ ３ ）施設の名称     ケアハウス テンダーヒル御所  

（ ４ ）施設の所在地   奈良県御所市船路４１５番地  

（ ５ ）電話番号      ０７４５－６６－２５００  

（ ６ ）施設長（管理者）氏名    山本  忠行  

（ ７ ）当施設の運営方針  １事業者は、入所者の意思と人格を尊重し、常に入所者の 

立場に立ったサービス提供とともに、安定的かつ継続的な

事業運営に努めるものとする。  

２事業者は、地域との結びつきを重視した運営を行い、関係

市町村、地域の保健・福祉・医療サービス等との綿密な連

携を図りながら、総合的なサービスの提供に努めるものとす

る。 

（ ８ ）開設年月     平成６年１２月２１日  

（ ９ ）入所定員     ３０人  

３ .  居室概要  

居室等の概要  

 当施設では以下の居室をご用意しています。  

 （但し、ご契約者の心身の状況や居室の空き状況によりご希望に沿えない場合もあり

ます。）（※各施設における居室の決定方法を説明）  

居室・設備の種類  室数  備考  

１人部屋  ２４室   

２人部屋  ３室   

合計  ２７室   

食堂  １室   



 ※上記は、厚生省が定める基準により、指定特定施設入所者生活介護事業所に  

必置が義務づけられている施設・設備です。この施設・設備の利用にあたって、  

ご契約者に特別にご負担いただく費用はありません。  

  

4. 職員の配置状況  

 当施設では、ご契約者に対して日常生活介護サービスを提供する職員として、指定

基準を遵守した職員を配置しています。  

職種 (配置基準 )          勤  務  内  容  

１．介護職員  

     配置基準数１名以上  

指定基準配置人数を配置  

 施設サービス計画に基づき入居者の介護を  

 行う。 

２．看護職員  

     配置基準数１名以上  

指定基準配置人数を配置。  

 主として利用者の看護・療養・健康管理を  

  行う。 

３ .相談員  

     配置基準数１名以上  

指定基準配置人数を配置。  

  入居者およびその家族の生活の相談に応じるとと

もに、サービス実施のために必要な連絡  

調整を行う。 

５．当施設が提供するサービスと利用料金  

 当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。  

 ＜サービスの概要＞  

①食事  

 ･当施設では、ご利用者の身体の状況に応じた食事を提供いたします  

朝食  午前７：３０  

昼食  午後０：００  

夕食  午後６：００  

 

②入浴  

 ･入浴は毎日、以下の時間帯で利用することができます。  

 （入浴時間）  ※ 浴室清掃日は一時間のちに変更されます。  

            １６ ：00～１９ ：００  

  

 

 

機能訓練室  １室  平行棒、滑車等  

浴室  ３室  機械浴・特殊浴槽（主に一般浴室）  



③懇親会  

 ・当施設では年に一度懇親会を開催し、ご利用者・施設での意見交換を実施しま  

す。 

 

④相談及び援助  

 ・当施設は、ご利用者及びご家族から、ご利用者の生活についてのあらゆるご相談に

誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うように努めます。  

 

⑤社会生活上の便宜  

・当施設では、ご利用者からの要望を考慮の上、野外活動、季節行事の年間イべ

ント、地域交流、買い物、レク活動を実施し、教養娯楽、生き甲斐活動を支援し

ます。  

 

⑥その他  

 ・当施設では、ご利用者が日常生活を営むのに必要な洗濯・買い物等の作業に

ついて、ご利用者からの依頼に応じて別途サービスとして設けています。  

 

＜サービス利用料金＞  

 下記の料金表によって、ご契約者の必要に応じたサービス利用料金をお支払い下さ

い。（下記サービスの利用料金は、ご契約者の前年収入に応じて異なります。）  

 

管理費        

  お支払い方法   お一人様用居室  お二人様用居室  

一括払い 契約時  ２，９００，０００円  ５，６００，０００円  

分割併用Ａ  

 

分割併用Ｂ  

 

契約時  

月  額  

契約時  

初回月  

二月目以降  

２，０００，０００円  

３，７５０円  

１，０００，０００円  

９，５１０円  

７，９１０円  

３，８６０，０００円  

７，２５０円  

１，９３０，０００円  

１５，６９０円  

１５，２９０円  

分割払い 初回月  

二月目以降  

１２，８８０円  

１２，０８０円  

２４，１３０円  

２３，３３０円  

事務費  

１０，０００円～５９，０６０円  

※ ご本人様の前年収入により異なります。  

生活費  

４６，３３０円  

※ 但し冬期加算（１１月～３月まで）は月額２，０４０円が加算されます。  

※ 電気代・水道代・ガス代・電話代は個人負担となります。  

※ 食費は生活費の中に含まれています。  



※ 上記料金は、国、県、市のケアハウス設置運営要綱改正に伴い変更いたし   

ます。 

※ご利用料金のお支払い方法  

ご利用料金等は、１ヶ月毎に集計し、毎月１５日頃に請求書をお送りします  

ので、次の何れかの方法でお支払いください。  

ア．金融機関（南都銀行・農協または郵便局）口座からの自動引き落とし  

・引落日は、毎月２０日です。  

（郵便局のみ、２０日に引落不能の場合は２８日に再度引落しを行います）  

・残高不足等で引落不能の場合は、翌月に２ヶ月分が引き落とされます。  

     ・振替手数料は、ご利用者負担となります。消費税増税等の影響により手数

料に変動を生じた場合は、その都度変更させていただきます。  

      イ．指定口座（南都銀行・農協または郵便局）への振込  

・振込手数料は、ご利用者負担となります。  

・請求書が届いた月の末日までにお振り込みください  

ウ .現 金 によるお支 払 い  

  ・ 請 求 書 が届 いた月 の末 日 までに、直 接 当 施 設 窓 口 までご持 参 くだ  

さい。  

６．留意事項  

以下のサービスについては別途料金が発生します。  

＜サービスの概要と利用料金＞  

①理髪・美容  

〔理容サービス〕  

 月に１回 (基本第１日曜日 )理容師の出張による理髪サービスをご利用いただけます。  

 利用料金：カット  ２ ,０００円  

        顔そり  ５００円  

〔美容サービス〕  

 隔週 (月・火 )美容師の出張による美容サービスをご利用いただけます。  

 利用料金：カ ッ ト  １ ,５００円  

パーマ   ５ ,０００円  

          カラー   ３ ,０００円  

 

②レクリェーション、クラブ活動  

 ご契約者の希望によりレクリェーションやクラブ活動に参加していただくことができます。  

 利用料金：材料代等の実費をいただきます。  

③複写物の交付  

 ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要  

とする場合には実費をご負担いただきます。              １枚につき  １０円  

④日常生活上必要となる諸費用実費  



 日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担い

ただくことが適当であるにかかる費用を負担いただきます。  

 おむつ代：実費を頂きます。  

⑤駐車場利用料  

 自家用車をご使用され、施設の駐車場に保管される場合  

 1 台につき  ３ ,０００円  

⑥預かり金管理サービス 

 ・金銭について、ご利用者及びご家族の希望により、預かり金サービスをご利用いただ  

けます。お預かりする金額は、原則として 1 ヶ月で５万円以内とします。  

 ・手数料：支出 1 回につき１０２円  

 ・出納方法は「預かり金管理規定」の通りです。  

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更す

ることがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行

う前までにご説明します。   

 

その他の留意事項  

（１）外泊・外出について 

  外泊および外出については事前の届け出が必要です。また、施設警備の都合上、正面

玄関を夜間施錠いたしますので、帰所時間が 19：00 以降の場合も、その旨を事前に届

け出る必要があります。 

（２）面会・宿泊について 

  面会時間は原則 14：00～１6：00 といたします。感染対策期間等特別な理由により時

間や回数が短縮・指定される場合があります。 

  利用者居室に家族等が宿泊される場合は事前にお伝えください。 

（３）居室および備品の原状回復について 

  自然劣化等の正式な理由がなく、居室および建物、備品を故意に破損、滅失された場   

合は原状回復していただくか、対価をお支払いいただく場合があります。 

（４）迷惑行為について 

  以下の行為はしないでください。 

①他の利用者への迷惑行為や事業所の秩序及び風紀を乱す等、共同生活に甚だし  

く支障をきたす行為。 

②許可なく犬・猫等のペットを飼育すること。 

③届け出のない外泊や長時間の外出。 

 （５）緊急時対応について 

 急性期における  

 連絡体制  

 

 

 

1 ケアハウスの看護職員は、勤務時間以外でも携帯電話

を携行し常に緊急時の連絡を受けられるようにしておくこ

ととする。 

２  １の連絡体制をとれない場合には、当法人の運営する

その他の事業所の看護職員が輪番にて対応する。  



 

 

 

３  主治医の指示・指導の下、随時情報を共有しながら  

必要なケアを行い、入院等の場合には医療期間とも連

携体制をとる。 

 重度化した場合におけ

る対応の指針  

１  看護職員は主治医の指示により利用者の疼痛緩和な

ど、安らかな状態を保つように常時状態把握に努める。

また、日々の状態などについて随時、家族に対して報告

・説明を行い、その不安に対して適宜対応していく。  

非常災害時の対策  

非常時の対応  別途定める「テンダーヒル御所  消防計画」に則り対応を行い

ます 

平常時の訓練  上記消防計画に則り年２回の夜間及び昼間を想定した避難

訓練を、消防署の指導のもと、ご利用者も参加して実施しま

す。 

 

   消防計画  

消防署への届出日  平成１８年７月１１日  

防火管理者  施設長  山本忠行  

 ７．苦情の受付について 

（ １ ）当施設における苦情の受付  

    当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。  

    ○苦情受付窓口（責任者）  

     〔職名〕       理事長  山本  忠行       

     受付時間    平日  ９ ：００～１７：００  

電話番号    ０７４５－６６－２５００ （代）  

○苦情受付窓口          

     〔職名〕     計画作成担当者  西川  志津代  

     受付時間    平日  ９ ：００～１７：００  

電話番号    ０７４５－６６－２５００ （代）  

○第三者委員  「なら高齢者・障害者権利擁護ネットワーク」  

電話番号   ０７４２－２６－６９６３  

 

（ ２ ）行政機関その他苦情受付期間  

 御所市  高齢対策課  所在地   御所市１－３  

電話番号  ０７４５－６２－３００１   

受付時間   ８ ：１５～１７：１５  

 国民健康保険団体連合会  所在地    奈良県橿原市大久保町３０２番の１  

電話番号   ０１２０-２１ -６８９９  

受付時間   ８ ：３０～１７：３０  



 奈良県社会福祉協議会  所在地    奈良県橿原市大久保町３２０番地の１  

電話番号  ０７４４－２９－１２０１   

受付時間   ９ ：００～１７：００  

                                                         

 ８．虐待の防止のための措置ついて  

  ご利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ず行動制限（身体拘

束）を行う場合は、その様態及び時間その際のご利用者の心身状況並びに緊急や

むを得ない理由を明示するとともに早急な制限の解除を行います。また、介護者によ

るご利用者への虐待防止について指針およびマニュアルを尊守するとともに、研修に

より職員一人ひとりの徹底に努めます。  

 ９．事故発生時の対応と再発の防止について  

ご利用者に対するサービスの提供により事故が発生しないよう、予防に努めます。

万一事故が発生した場合は、ご家族へ連絡をするとともに、必要に応じ速やかに市

町村への連絡を行います。また、事故の状況及び事故に際してとった処置について

記録するとともに、再発防止に努めます。  

１０．秘密保持について  

（ １ ）特定個人情報の取り扱い  

マイナンバーを医療・介護保険制度に関する申請及び請求業務等において各申

請書等に記載するにあたり、通知カード又は個人番号カードの写しの提供を保証人

よりうけ、社会福祉法人明徳会が定める「特定個人情報等取扱規程」に則り、厳重

に取り扱います。 

 
（ ２ ）個人情報の使用についての意向確認  

 

（ ３ ）守秘義務について  

  施設サービスを提供する上で知り得た契約者又はその家族に関する事項を正当

テンダーヒル御所では、ご利用者様の日常生活や御様子、行事な

どの様子を皆様のいきいきとした表情と共にテンダーヒル御所の

ホームページ・広報誌上で公表しております。つきましては、個人

情報の観点から個人を特定できるような写真の使用について意向

を確認させていただきます。  

 

ネット広報誌での写真の使用を  

 

（   承諾する  ・  承諾しない ） 



な理由無く第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続し

ます。 

   ただし、医療上、緊急の必要性がある場合や円滑な生活支援を行う場合に、関

係する第三者へのご利用者に関する情報の提供を行います。  

 

（ ４ ）記録の保存について  

   施設が業務上知り得たご利用者およびその家族に関する事項の記録に関して

は、サービスの提供の日より５年間保存し、サービス終了後５年を経過した場合におい

て、その記録を確実な手段にて抹消します。  

 

11 .業務継続計画の策定等について  

  
①感 染 症 や非 常 災 害 の発 生 時 において、利 用 者 に対 する指 定

通 所 介 護 等 の提 供 を継 続 的 に実 施 するための、及 び非 常 時 の体

制 で早 朝 の業 務 再 開 を図 るための計 画 （ 業 務 継 続 計 画 ） を策 定

し、当 該 業 務 継 続 計 画 に従 って必 要 な措 置 を講 じます。  

②従 業 者 に対 し、業 務 継 続 計 画 について周 知 するとともに、必 要

な研 修 及 び訓 練 を定 期 的 に実 施 します。  

③定 期 的 に業 務 継 続 計 画 の見 直 しを行 い、必 要 に応 じて業 務 計

画 の変 更 を行 います。  

 

  
 

社会福祉法人明徳会における個人情報の利用目的  

 

１．当法人内で利用するもの  

 ① 当法人の運営する各事業部門がご利用者に提供する介護福祉サービス  

 ② 介護保険事務  

 ③ ご利用者に係る各事業部門の管理運営業務のうち、  

    ・入退居等の管理  ・会計、経理  ・事故等の報告  

    ・当該ご利用者の介護福祉サービスの向上  

 ④ 費用の請求および受領に関する事務  

 ⑤  法人又は当該事業部門全体の介護サービスや業務の維持・改善のための基礎

資料  

 ⑥ 学生等の現場実習への協力  

２．他の機関および事業者等への情報提供を伴うもの  

① 他の居宅サービス事業所や居宅介護支援事業所および医療機関との連携、照

会への回答等  

② 介護福祉サービス提供にかかる業務委託  

③ 家族等への心身の状況説明  



④ 介護保険事務の委託  

⑤ 介護保険審査支払機関へのレセプトの提出  

⑥ 介護保険審査支払機関または保険者からの照会への回答  

⑦ 損害賠償保険、傷害保険などに係る保険会社等への相談又は届出等  

⑧ 苦情解決にかかる第三者委員への相談および照会の回答  

３．法令上、介護関係事業者（従事者を含む）が行うべき義務として明記されているも

の 

 ① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等  

 ② 居宅介護支援事業者等との連携  

 ③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村

への通知  

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等  

４．行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務づけられている

もの 

① 市町村による文書等提出の要求への対応  

 ②  厚生労働大臣又は県知事による報告命令、帳簿書類等の指示命令等への対

応  

③ 県知事による立ち入り検査等への対応  

④ 市町村が行う利用者からの苦情に関する調査への協力等  

⑤ 事故発生時の市町村への連絡  

                                          以上  

 

 

軽費老人ホームの契約の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。  

 ケアハウス    

 説明者職名   相談員              氏名  西川  志津代      印   

 

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、軽費老人ホームの規

約開始に同意いたしました。  

  

ご利用者  住所               

   

       氏名                                    印  

  

 

身元保証人住所  

                

        氏名                                   印  


